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甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱 

平成２８年３月２９日 

告示第４６号 

改正 平成２９年４月１日 一部改正 

令和元年１０月１日 告示第１６７号 

令和３年３月３１日 告示第６９号 

令和４年３月２８日 告示第６４号 

令和６年３月２９日 告示第４８号 

令和７年３月２１日 告示第３２号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、地震発生時の建築物倒壊による緊急輸送道路等の閉

塞を防ぎ、市民の避難路や緊急車両の通行を確保するために、通行障害

既存耐震不適格建築物の所有者が行う耐震化に要する経費に対して、予

算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、甲

州市補助金等交付規程（平成１７年甲州市規則第４９号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、法令、規則及び国の要綱・関係

通知の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。  

(１) 通行障害既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関す

る法律（平成７年法律第１２３号）第６条第３項第１号に規定する通

行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。）を

いう。 

(２) 指定評価者 補助金の交付建築物の耐震改修計画の評価や判定を

行うための専門知識を有するとして、山梨県知事が認める機関をいう。 

(３) 耐震化 耐震設計、耐震改修、建替え及び除却をいう。 

(４) 省エネ基準水準 住宅若しくは建築物又はその部分が、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）

で定める建築物エネルギー消費性能基準に相当するものをいう。  

（補助金の対象） 
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第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱（令和３年３月３

１日付け国住街第２２３号、国住市第１５６号）に基づく国の補助（以

下「補助」という。）の対象となる通行障害既存耐震不適格建築物の耐

震化事業で、次に掲げる要件に適合するものとする。ただし、土砂災害

警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年

法律第５７号）第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域に存する

既存木造住宅について行う同一敷地内への建替え工事を除く。  

(１) 昭和５６年５月３１日以前に着工された建築物であること。  

(２) 国又は地方公共団体が所有するものを除く。  

(３) 建替えの場合は、従前の建築物を除却することとし、新築される

住宅は、省エネ基準水準となるものとする。 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者は、通行障害既存耐震不適

格建築物を所有するものとする。 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、第

３条に規定する事業に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。 

(１) 耐震設計に要する経費（指定評価者の判定に要する経費を含む。） 

(２) 耐震改修に要する経費 

(３) 建替え又は除却に要する経費（前号の助成を受けて耐震改修を行

った建築物を除く。） 

２ 補助対象経費は、別表第１に掲げる補助対象経費の限度額欄に掲げる

額を限度とする。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、前条第１項各号に掲げる費用で、別表第１に定め

る補助率により算定した額とする。 

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、当該端数

を切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請及び交付決定） 
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第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

事業着手前に災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付申請書（様式

第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請に当たっては、別表第２に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

適当と認めた場合には補助金の交付を決定し、災害時避難路通行確保対

策事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通

知するものとする。 

 （交付の条件） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定をする場合には、次に掲げる

条件を付するものとする。 

(１) 補助事業の内容を変更しようとするときは、災害時避難路通行確

保対策事業費補助金変更承認申請書（様式第３号）を市長に提出し、

その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更（補助金交付

決定額に変更のない場合をいう。）についてはこの限りではない。 

(２) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ災

害時避難路通行確保対策事業の中止（廃止）承認申請書（様式第４号）

を市長に提出し、その承認を受けなければならない。  

(３) 補助事業を予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事

業の遂行が困難になった場合は、速やかに災害時避難路通行確保対策

事業費の未完了報告書（様式第５号）を市長に提出してその指示を受

けること。 

２ 前項の申請に当たっては、別表第２に掲げる書類を添付しなければな

らない。 

 （変更の承認等） 

第９条 市長は、前条第１項第１号の規定による災害時避難路通行確保対

策事業費補助金変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、

変更の必要があると認めた場合は、災害時避難路通行確保対策事業費補

助金変更交付決定通知書（様式第６号）により、当該申請者に通知する
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ものとする。 

２ 市長は、前条第１項第２号の規定による災害時避難路通行確保対策事

業の中止（廃止）承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、支

障がないと認めた場合は、災害時避難路通行確保対策事業の中止（廃止）

承認通知書（様式第７号）により、当該申請者に通知するものとする。 

（状況報告） 

第１０条 市長は、この要綱の施行のために必要な限度において、補助対

象事業の適正な遂行を確保するため、交付決定者に対し、報告を求め、

又は調査することができる。 

（実績報告） 

第１１条 申請者は、補助事業を完了した日若しくは廃止の承認を受けた

日から起算して１箇月を経過した日又は補助金の交付決定があった日

の属する年度の３月１５日のいずれか早い期日までに、災害時避難路通

行確保対策事業完了実績報告書 (様式第８号 )を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の実績報告書には、別表第２に掲げる書類を添付しなければなら

ない。 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その

内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その実績報告書に

係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合

すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、災害時避難路通

行確保対策事業費補助金の額の確定通知書（様式第９号）により当該申

請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１３条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、災害時避難

路通行確保対策事業費補助金支払請求書（様式第１０号）により、遅滞

なく補助金の交付を市長に請求しなければならない。ただし、補助金の

受領について、耐震化業務の契約を締結した建築士事務所又は施工者等

に委任する場合（以下「受領委任払」という。）は、災害時避難路通行
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確保対策事業費補助金受領委任払請求書（様式第１１号）によるものと

する。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交

付するものとする。この場合において、受領委任払による耐震化業務の

契約を締結した建築士事務所又は施工者等に補助金の交付があったと

きは、申請者に補助金の交付があったものとみなす。  

（指導等） 

第１４条 市長は、補助事業の適正な執行を確保するため、当該申請者に

対し、必要な指導又は助言をすることができる。 

（書類の保管） 

第１５条 申請者は、この補助事業に関する書類を整理し、補助事業を完

了若しくは廃止した年度の翌年度から起算して５年間保存しなければ

ならない。 

（補足） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定めるものとする。 

附 則（平成２８年３月２９日甲州市告示第４６号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （この要綱の廃止） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日をもって廃止する。ただし、この要

綱に基づき交付された補助金については、この要綱の廃止後もその効力

を有する。 

   附 則（平成２９年４月１日一部改正）  

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

 附 則（令和元年１０月１日甲州市告示第１６７号）  

この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。  

 附 則（令和３年３月３１日甲州市告示第６９号）  

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。  

附 則（令和４年３月２８日甲州市告示第６４号）  
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この要綱は、令和４年４月１日から施行する。  

附 則（令和６年３月２９日甲州市告示第４８号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月２１日甲州市告示第３２号） 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表第１（第５条、第６条関係）  

経費区分  補助対象経費の限度額  補助率  

耐震設計に要する経費  

（指定評価者の判定に

要する経費を含む。）  

1．耐震改修に関わる設計費 

1) 面積 1,000 ㎡以内の部分

は 2,100 円／㎡以内 

2) 面積 1,000 ㎡を超えて

2,000 ㎡ 以 内 の 部 分 は 

1,570 円／㎡以内  

3) 面積 2,000 ㎡を超える部

分は 1,050 円／㎡以内  

2．建替えに関わる設計費 

 耐震改修に要する経費相当

分を建築工事とした上で、補

助金の算出方法に準じて算出

した額 

対象経費の５／６

以内の額  

耐震改修、建替え又は

除却に要する費用  

1．耐震改修工事費 

1) 住宅（木造）については、 

15,800 円／㎡以内 

2) 住宅（非木造）について

は、39,900 円／㎡以内 

 3) 住宅以外については、 

    57,000 円／㎡以内 

 4）Is 値が 0.3 未満（住宅以

外）については、 

62,700 円／㎡以内 

2．建替え工事費 

 建 替 え に 要 す る 経 費 と す

る。 

なお、第１号の耐震改修工

対象経費の１１／

１５以内の額  
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事費（従前の建築物の延面積

を算定根拠とする）により算

定された額を限度とする。 

3．除却工事費 

 除却に要する費用とする。 

なお、第１号の耐震改修工事

費（従前の建築物の延面積を

算定根拠とする）により算定

された額を限度とする。  
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別表第２ 添付書類  

申請書の種類  様式  添付書類  

災害時避難路通行確保対策

事業費補助金交付申請書  

第１号  【共通】  

・交付申請額の算出方法（別紙１）  

・算定内訳（別紙２～４）※費用区分に応

じたもの  

・収支予算書又はこれに代わる書類  

・その他市長が必要と認める書類  

【耐震設計】  

・設計者の資格を証する書類（写）  

・耐震診断結果報告書（写）  

・設計工程表（概要で可）  

・設計見積書（写）  

【耐震改修】  

・工事に関する設計図書（配置図、平面図

等）  

・耐震診断結果報告書（写）  

・補強計画に係る指定評価者の判定書（写） 

・工事工程表（概要で可）  

・工事見積書（写）  

【建替え及び除却】  

・工事（建替え）に関する設計図書（配置

図、平面図等）  

・耐震診断結果報告書（写）  

・工事工程表（概要で可）  

・工事見積書（写）  

災害時避難路通行確保対策

事業費補助金交付決定通知

書  

第２号   
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災害時避難路通行確保対策

事業費補助金変更承認申請

書  

第３号  ・交付申請額の算出方法（別紙１）  

・算定内訳（別紙３～４）※費用区分に応

じたもの  

・変更増の場合は、収支予算書又はこれに

代わる書類  

・申請内容の変更を示す図書  

災害時避難路通行確保対策

事業の中止（廃止）承認申

請書  

第４号  ・補助金交付申請書の写し  

・交付決定書の写し  

災害時避難路通行確保対策

事業の未完了報告書  

第５号  ・事業の実施状況表（任意書式）  

災害時避難路通行確保対策

事業費補助金変更交付決定

通知書  

第６号   

災害時避難路通行確保対策

事業の中止（廃止）承認通

知書  

第７号   

災害時避難路通行確保対策

事業完了実績報告書  

第８号  【共通】  

・交付決定通知書（写）  

・完了実績一覧表（別紙５）  

・契約書（写）  

・その他市長が必要と認める書類  

【耐震設計】  

・耐震設計の概要図面等  

・指定評価者の判定書等  

・設計費の領収書の写し（設計者の発行し

たものに限る。）  

【耐震改修】  

・改修工事の概要  
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・耐震改修工事が適切に実施されたことが

確認できる写真（着手前、中間時、完了

時）  

・工事費の領収書の写し  

【建替え及び除却】  

・請負契約書の写し  

・除却工事が適切に実施されたことが確認

できる写真（着手前、完了時）  

・建替え工事が適切に実施されたことが確

認できる写真（着手前、完了時）  

・工事費及び除却費の領収書の写し  

・省エネ基準への適合を証する書面  

災害時避難路通行確保対策

事業費補助金の額の確定通

知書  

第９号   

災害時避難路通行確保対策

事業費補助金支払請求書  

第１０

号  

 

災害時避難路通行確保対策

事業費補助金受領委任払請

求書  

第１１

号  
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様式第１号（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

 

（宛先）甲州市長 

 

 

                                                申請者 

住所 

氏名            

電話番号 

 

 

災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付申請書 

 

災害時避難路通行確保対策事業費に要する経費について、補助金の交付を受けたいので、甲州

市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、関係書類を添え

て次のとおり申請します。 

 

 

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

２ 補助事業の内容 

 

３ 交付申請額                                  円 

 

４ 事業の完了予定期日       年   月   日 
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別紙１ 

交付申請額の算出方法 

（単位：円） 

 

申請者名 

 

補助対象事業費 

（Ａ） 

補助対象経費 

（Ｂ） 

国の補助金の額 

（Ｃ） 

（Ｂ）×2/5 

（設計は1/2） 

県の補助金の額 

（Ｄ） 

（Ｂ）×1/6 

 

交付申請額 

（Ｂ）×11/15 

 

（耐震設計は5/6） 

 

 

  

 

    

 

     

  

   

 

    

      

合計 

交 付 申 請 額 合 計  
           

 

             

（ 前 回 交 付 決 定 額 ） 
     

（ 変 動 増 △ 減 額 ）  
     

（注１）変更申請の場合には、変更前の記載内容を上段（ ）書きすること。 
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別紙３ 

耐震設計の交付申請額の算定内訳              （単位：円） 

耐震改修に関わる設計費＋指定評価者の判定に要する 
経費若しくは建替え工事に関わる設計費    （Ａ） 

 
                          円 

補助対象面積        （Ｂ） 
 
                          ㎡ 

 
1．耐震改修に関わる設計費 

補助対象事業費の限度額  （Ｃ） 
Ｃ＝Ｂ×(１)～（３)㎡当たりの限度額単価 

 （１）            ㎡ × 2,100 円 
   （２）           ㎡ × 1,570 円 
  （３）          ㎡ × 1,050 円 
 
2．建替え工事に関わる設計費 
 補助対象事業費の限度額 （Ｃ） 
  耐震改修工事に要する経費相当分×建築設計料率 
 

 
 
 （１）                円 
 （２）              円 
 （３）          円 
  
   計               円 
 
 
 
              円 

補助対象経費   （Ｄ）ＡとＣのいずれか少ない額 
 
                          円 

交付申請額      （Ｅ） Ｄ×5/6                         円 

 （注１）対象建築物毎、別葉により作成すること。 
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別紙４ 

耐震改修、建替え又は除却の交付申請額の算定内訳      （単位：円） 

耐震改修、建替え又は除却に要する経費    （Ａ） 
 
                         
            円 

補助対象面積        （Ｂ） 
 
                         
            ㎡ 

 
補助対象事業費の限度額  （Ｃ） 
 
（１）住宅（木造）          ㎡ × 15,800 円 
（２）住宅（非木造）        ㎡ × 39,900 円  
（３）住宅以外          ㎡ × 57,000 円 
（４）Is値0.3未満（住宅以外）         ㎡ × 62

,700 円 
  

 
 
 
 
 
   円 

補助対象経費     （Ｄ）ＡとＣのいずれか少ない額 
 
                         
           円 

補助対象額      （Ｅ） Ｄ×11/15 
            

           
           円 

  （注１）対象建築物毎、別葉により作成すること。 
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様式第２号（第７条関係）  

第     号 

年  月  日 

 

 

 

          様 

 

 

                       甲州市長         印  

 

 

災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付決定通知書 

 

年  月  日付けで交付申請があった災害時避難路通行確保対策事業費補助

金については、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱第７条第３項の

規定により、次のとおり交付することに決定したので通知する。 

 

 

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

２ 補助事業の内容  

 

３ 交付決定額                   円 

 

４ 事業の完了予定期日          年   月   日  

 

５ 交付の条件  

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容の変更をする場合は、

あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微

な変更についてはこの限りではない。 

ア 補助事業の目的の達成に支障がなく補助金の変更を伴わない事業計画

の細部の変更 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ市長の承認を受け

なければならない。  

(3) 補助事業が予定の期間内に完了する見込みのない場合又は補助事業の遂

行が困難となった場合は、すみやかに市長に報告してその指示を受けなけ

ればならない。  

６ 補助金の交付の条件等に違反した場合の措置 
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(1) 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取

り消す場合がある。  

ア 補助金の他の用途への使用をしたとき  

イ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき  

ウ 補助事業に関し法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき  

(2) 補助金の交付決定を取り消した場合、補助事業等の当該取り消しに係る

部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返

還を命ずる。  

 

７ 補助事業が、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行

されているか確認するため、補助事業の遂行状況について報告させることが

ある。  

 

８ 補助事業が完了した日（廃止の承認を受けた場合はその承認の日）から起

算して一箇月を経過した日又は   年３月１５日のいずれか早い期日まで

に、災害時避難路通行確保対策事業完了実績報告書（第８号様式）を市長に提

出しなければならない。 

 

９ 補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算し

て５年間、整備保管しておかなければならない。 
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様式第３号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

 

（宛先）甲州市長 

 

 

                                          申請者  

住所  

氏名             

電話番号 

 

 

 

災害時避難路通行確保対策事業費補助金変更承認申請書 

 

年  月  日付け  第   号をもって交付の通知を受けた災害時避難

路通行確保対策事業費補助金について、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金

交付要綱第８条第１項第１号の規定により、交付決定の内容を変更したいので、次のと

おり申請します。 

 

 

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

２ 交付申請額                                   円 

    前回交付決定額                               円 

    変更増△減額                                 円 

 

３ 変更理由 

 

４ 事業の完了予定期日       年   月   日 
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様式第４号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

 

（宛先）甲州市長 

 

 

                                             申請者  

住所  

氏名             

電話番号 

 

 

 

災害時避難路通行確保対策事業の中止（廃止）承認申請書 

 

年  月  日付け  第   号をもって交付の決定を受けた災害時避難

路通行確保対策事業については、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要

綱第８条第１項第２号の規定により、次のとおり当該事業を中止（廃止）したいので申

請します。 

 

 

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

２ 中止（又は廃止）の理由 

 

３ 中止（又は廃止）に係る事業の内容及び金額 
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様式第５号（第８条関係） 

 

年  月  日 

 

 

（宛先）甲州市長 

 

 

                                              申請者  

住所  

氏名             

電話番号 

 

 

 

災害時避難路通行確保対策事業の未完了報告書 

 

年  月  日付け  第   号をもって災害時避難路通行確保対策事業

の交付の決定を受けましたが、完了期日までに次の理由により事業が完了しなくなりま

したので、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱第８条第１項第３号

の規定により報告します。  

 

 

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

 

２ 交付決定通知書に付された事業の完了期日 

（変更があったものについては、変更後の期日） 

 

 

３ 変更すべき事業の完了予定期日 

 

 

４ 変更理由 
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様式第６号（第９条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

          様 

 

 

                       甲州市長         印  

 

 

災害時避難路通行確保対策事業費補助金変更交付決定通知書 

 

年  月  日付けで変更申請があった災害時避難路通行確保対策事業費補

助金については、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱第９条第１項

の規定により、次のとおり交付の変更を行うことに決定したので通知する。 

 

 

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

 

２ 変更交付決定額                  円 

    前回交付決定額                                   円 

    変更増△減額                                     円  

 

 

３ 事業の完了予定期日       年   月   日 
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様式第７号（第９条関係） 

第     号 

  年  月  日 

 

 

          様 

 

 

                   甲州市長         印  

 

 

災害時避難路通行確保対策事業の中止（廃止）承認通知書 

 

年  月  日付けで承認申請があった災害時避難路通行確保対策事業の中

止（廃止）については、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金補助金交付要綱

第９条第２項の規定により、次のとおり承認する。  

 

 

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

 

２ 承認の内容    申請書記載のとおり 

 

 

３ 承認の条件 
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様式第８号（第１１条関係） 

 

年  月  日 

 

 

（宛先）甲州市長 

 

 

                                              申請者  

住所  

氏名             

電話番号 

 

 

災害時避難路通行確保対策事業完了実績報告書 

 

 

年  月  日付け  第   号をもって交付の決定を受けた災害時避難路

通行確保対策事業が完了しましたので、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金

交付要綱第１１条の規定により、関係書類を添え報告します。 

 

 

 

１ 補助事業の名称     甲州市災害時避難路通行確保対策事業 

 

２ 補助金の交付決定額                               円 

 

３ 補助事業の実施期間 

             自                 年   月   日 

             至             年   月   日 

 

４ 補助事業の成果  別添のとおり 
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別紙５  

完了実績一覧表  
 

耐震設計・

耐震改修等

の対象建築

物の名称 

建築

物の 

建設

年 

建築物の規模 判定

結果 
（総

合評

点） 

交付決定内容 完了事業の精算内容 

備考 交付決定

日 
事業費 補助金額 事業費 

事業費 
（控除額の

控除後） 
補助金額 

階数 
面積 

(㎡) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

合     計             
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様式第９号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

                       甲州市長         印  

 

 

災害時避難路通行確保対策事業費補助金の額の確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった災害時避難路通行確保対策事業費補

助金について、甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱第１２条の規定

により、次のとおり確定します。 

 

 

 

１ 甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金額  

                        円 

  

               ２ 交付決定補助金額              円 

         

３   交付済補助金額               円 

                

４ 返 還 金 額                            円  
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様式第１０号（第１３条関係）  

                                                          年  月  日  

 

  （宛先）甲州市長  

                                              申請者  

住所  

氏名             

電話番号  

 

災害時避難路通行確保対策事業費補助金支払請求書  

 

  甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱第１３条第１項の規定に基づ

き、下記のとおり補助金を請求します。  

 

記  

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業  

２ 補助事業の内容  

３ 支払請求額  

     

金額   

百  十  万  千  百  十  一  

円  

 

４ 振込先  

振 込

先金融

機関  

銀 行  

信用金庫  

信用組合  

農 協  

店  

預
金
種
別 

当座  

No. 

普通  

フリガナ   

預金口座  

名義  
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様式第１１号（第１３条関係）  

                                                          年  月  日  

  （宛先）甲州市長  

                                           申請者  

住所  

氏名             

電話番号  

 

災害時避難路通行確保対策事業費補助金受領委任払請求書  

 

  甲州市災害時避難路通行確保対策事業費補助金交付要綱第１３条第１項ただし書きの

規定に基づき、下記のとおり補助金を請求します。  

 なお、この請求による補助金の受領に係る権限については、次の受任者に委任します。 

 

記  

 

１ 補助事業の名称  甲州市災害時避難路通行確保対策事業  

２ 補助事業の内容  

３ 支払請求額  

           

金額   
百  十  万  千  百  十  一  

円  

４ 受任者  

事務所 (施工者 )等

名  

 

代表者                      印  

所在地   

５ 振込先  

振 込

先金融

機関  

銀 行  

信用金庫  

信用組合  

農 協  

店  

預
金
種
別 

当座  

No. 

普通  

フリガナ   

預金口座  

名義  
 

 


